
 参加者 の有 無を確認 する 公募手続 に係 る参加意  

思確認書 の提 出を求め る公 示  

 令和８ 年１ 月６日  

   関 東地 方整備局 長  橋本  雅 道  

 次のと おり 、参加意 思確 認書の提 出を 招請しま  

す。  

 なお、 本業 務に係る 見積 決定及び 契約 締結は、  

当該業務 に係 る令和８ 年度 予算（暫 定予 算を含む  

。）が成 立し 、予算示 達が なされる こと を条件と  

するもの です 。  

 本案件 は、 「女性の 活躍 推進に向 けた 公共調達  

及び補助 金の 活用に関 する 取組指針 」 (平 成 28 年  

３月 22 日す べ ての女性 が輝 く社会づ くり 本部決  

定）に基 づき 、ワーク ・ラ イフ・バ ラン スを推進  

する企業 とし て関係法 令（ 女性活躍 推進 法、次世  

代育成支 援対 策推進法 、若 者雇用促 進法 ）に基づ  

く認定を 受け た企業及 びそ れに準ず る企 業を評価  

（認定企 業等 を加点） する 対象案件 です 。  

１．当該 招請 の主旨  

  本業 務は 、工事・ 業務 における 全国 の予算執  

行状況や 発注 ・契約情 報等 を集約、 抽出 する入  

札契約集 計シ ステムの 改良・更新を行うもので  

ある。また、システムが常に適正に稼働するた  

めの運用サポート及び、障害発生時に迅速に原  

因調査・復旧作業を行うことにより、定期的な  

作業に支障をきたさないための保守作業を行う  

ものである。  

  入札契約情報集計システムは、工事・業務に  

おける予算執行状況や発注・契約情報等につい  

て定期的な作業による、職員の負担軽減を目的  

に構築され、他の多数のシステムと連携した汎  

用性のない特殊なシステム（ CCMS）との連携を  



必要とするため、 CCM の構造  プログラム等を熟  

知している必要があり、障害発生時やシステム  

改良 ･更新について、迅速な対応を行わなければ  

業務の遂行が著しく困難となる。  

  また、業務において高度で高い信頼性が求め  

 られるとともに、システム構築の知識や経験が  

 あるだけではなく、関東地方整備局の電算環境  

 を把握したうえで、関連する各システムとの連  

 携を図りつつ改良を行わなければならないため  

 、本システムに関する幅広い知識と経験が必要  

 不可欠である。  

  これ らの ことから 、本 業務の遂 行に あたって  

 は、技 術的 要件等を 兼ね 備えてい る特 定の者を  

 契約の 相手 方とする 契約 手続を行 う予 定として  

 いるが 、当 該特定の 者以 外の者で 、下 記の応募  

 要件を 満た し、本業 務の 実施を希 望す る者の有  

 無を確 認す る目的で 、参 加意思確 認書 の提出を  

 招請す る公 募を実施 する ものであ る。  

  公募 の結 果、応募 者が いない場 合も しくは、  

 ４．の 応募 要件を満 たす と認めら れる 者がいな  

 い場合 にあ っては、 特定 の者との 契約 手続に移  

 行する 。  

  なお 、４ ．の応募 要件 を満たす と認 められる  

 者がい る場 合にあっ ては 、特定の 者と 当該応募  

 者に対 して 企画競争 によ る企画提 案書 の提出を  

 要請す る予 定である 。  

２．業務 概要  

 (1) 業務名  Ｒ８入札契約情報集計システム改良  

業務  

 (2) 業務内容  ① 入札契約情報集計システムの改  

良・更新  

        ② 入札契約情報集計システムの運  



用保守  

 (3) 履行期間  令和 ８年 ４月１日 ～令 和９年３  

        月 31 日  

３．業務 目的  

  本業 務は 、工事・ 業務 における 全国 の予算執  

行状況や 発注 ・契約情 報等 を集約、 抽出 する入  

札契約集 計シ ステムの 改良・更新を行うもので  

ある。また、システムが常に適正に稼働するた  

めの運用サポート及び、障害発生時に迅速に原  

因調査・復旧作業を行うことにより、契約手続  

業務に支障をきたさないための保守作業を行う  

ものである。  

４．参加 者に 求める応 募要 件  

  参加 意思 確認書の 提出 者に対す る要 件は、以  

 下のと おり とする。  

 (1) 基本的要件  

  ①  予算 決算及び 会計 令 (昭和 22 年 勅令第 165 

   号 ） 第 70 条及び第 71 条の規定 に 該当しな い  

   者 であ ること。  

  ②  令 和 07・ 08・ 09 年度国土交 通省 競争参加  

   資 格 (全 省庁統一 資格 )「役務の 提供 等」の  

   関 東・ 甲信越地 域の 競争参加 資格 を有する  

   者 であ ること。 なお 「競争参 加者 の資格に  

   関 する 公示」 (令和 ７ 年３月 31 日 付 官報 ) 

   に 記載 されてい る時 期及び場 所で 競争参加  

   資 格の 申請を受 け付 ける。  

  ③  会社 更生法に 基づ き更正手 続開 始の申立  

   て がな されてい る者 又は民事 再生 法に基づ  

   き 再生 手続開始 の申 立てがな され ている者  

   （ 競争 参加資格 に関 する公示 に基 づき②の  

   競 争参 加資格を 継続 する為に 必要 な手続き  

   を おこ なった者 を除 く ｡）でない こ と。  



  ④  関東 地方整備 局長 から指名 停止 を受けて  

   い る期 間中でな いこ と。  

  ⑤  警察 当局から 、暴 力団員が 実質 的に経営  

   を 支配 する者又 はこ れに準ず るも のとして 、  

   国 土交 通省公共 事業 等からの 排除 要請があ  

   り 、当 該状態が 継続 している 者で ないこと 。  

  ⑥  説明 書の交付 を直 接受けた 者で あること 。  

  ⑦  参加 意思確認 書を 提出しよ うと する者の  

   間 に、 以下の基 準の いずれか に該 当する関  

   係 がな いこと。  

   Ⅰ  資 本関係  

     以 下のいず れか に該当す る二 者の場合 。  

    (ア ) 子会社 等（ 会社法（ 平 成 17 年法律  

      第 86 号）第 ２ 条第３号 の２ に規定す  

      る子会社 等を いう。 (イ )に おいて同  

      じ ｡）と親会 社 等（同条 第４ 号の２  

      に規定す る親 会社等を いう 。 (イ )に  

      おいて同 じ ｡)の関係に ある 場合  

    (イ ) 親会社 等を 同じくす る子 会社等同  

      士の関係 にあ る場合  

   Ⅱ  人 的関係  

     以 下のいず れか に該当す る二 者の場合 。  

    ただ し (ア )につい ては、会 社等 (会社法  

    施行 規則（平 成 18 年法務省 令 第 12 号）第  

    ２条 第３項第 ２号 に規定す る会 社等をい  

    う。 以下同じ ｡） の 一方が民 事再 生法  

    （平 成 11 年法律 第 225 号）第 ２条第４ 号  

    に規 定する再 生手 続が存続 中の 会社等又  

    は更 生会社（ 会社 更生法（ 平 成 14 年法律  

    第 154 号）第２ 条 第７項に 規定 する更生  

    会社 をいう。 )で あ る場合を 除く 。  

    (ア ) 一方の 会社 等の役員 （会 社法施行  



      規則第２ 条第 ３項第３ 号に 規定する  

      役員のう ち、 次に掲げ る者 をいう。  

      以下同じ ｡)が 、他方の 会社 等の役員  

      を現に兼 ねて いる場合  

      ⅰ  株式 会社 の取締役 。た だし、次  

       に掲げ る者 を除く。  

       イ  会 社法 第２条 第 11 号 の２に規  

        定す る監 査等委員 会設 置会社に  

        おけ る監 査等委員 であ る取締役  

       ロ  会 社法 第２条 第 12 号 に規定す  

        る指 名委 員会等設 置会 社におけ  

        る取 締役  

       ハ  会 社法 第２条 第 15 号 に規定す  

        る社 外取 締役  

       ニ  会 社法 第 348 条第１ 項に規定  

        する 定款 に別段の 定め がある場  

        合に より 業務を執 行し ないこと  

        とさ れて いる取締 役  

      ⅱ  会社 法 第 402 条に規定 する指名  

       委員会 等設 置会社の 執行 役  

      ⅲ  会社 法 第 575 条第１項 に規定す  

       る持分 会社 （合名会 社、 合資会社  

       又は合 同会 社をいう 。） の社員  

       （同法 第 590 条第１項 に 規定する  

       定款に 別段 の定めが ある 場合によ  

       り業務 を執 行しない こと とされて  

       いる社 員を 除く。 ) 

      ⅳ  組合 の理 事  

      ⅴ  その 他業 務を執行 する 者であっ  

       てⅰか らⅳ までに掲 げる 者に準ず  

       る者  

    (イ ) 一方の 会社 等の役員 が、 他方の会  



      社等の民 事再 生法第 64 条 第 ２項又は  

      会社更生 法 第 67 条第１項 の 規定によ  

      り選任さ れた 管財人（ 以下 単に「管  

      財人」と いう 。）を現 に兼 ねている  

      場合  

    (ウ ) 一方の 会社 等の管財 人が 、他方の  

      会社等の 管財 人を現に 兼ね ている場  

      合  

 (2) 技術力に関する 要件  

  ①本番環境に準じたテスト環境 (テストデー  

   タの作成を含む ｡)を契約締結後、速やかに  

   受注者自ら構築できること。  

  ②契約締結時点において稼働している機能に  

   改良が発生した場合、迅速な対応をとれる  

   体制を構築できること。  

  ③設備・システムにおいて改良に必要な機器  

   等を受注者自ら準備 (動作環境の設定を含  

   む )できること。  

 (3) 中立性・公平性に関する要件  

   中立・公平性を保つための規程が社内規則  

  等に明記され、社員等に周知し厳格に運用し  

  ていること。  

(4) 守秘性に関する要件  

   社内規則等において、守秘義務の遵守及び  

  違反した場合の規程があること。  

(5) 業務執行体制に関 する 要件  

  ①  業務の全部又は主たる部分を第三者に委  

   任し、又は請負わせてないこと。  

  ②  システム及びサーバにおいて、予期せぬ  

   事態・障害が発生した場合は、夜間及び休  

   日に関わらず、業務が行えること。  

  ③  緊急時及び障害発生時等に対応するため、  



   監督職員と主任技術者との連絡が常に確保  

   できる体制を維持できること。  

 (6) 業務実績に関す る要 件  

   下記に示される同種又は類似業務について、  

  平成 27 年度以降参加意思確認書の提出期限ま  

  でに完了した業務（再委託による業務の実績  

  は含まない）において１件以上実績を有して  

  いること。  

  ・同種業務：公共事業におけるシステムの開  

   発、改良又は運用を行った業務  

  ・類似業務：システムの開発、改良又は運用  

   を行った業務（同種を除く）  

 (7) 配置予定技術者 に関 する要件  

   ①  資 格要件  

     下 記に掲げ るい ずれかの 資格 を有する  

    こと 。  

    ・技 術士（総 合技 術監理部 門（ 情報工学  

     部 門）、又 は情 報工学部 門）  

    ・Ｐ ＭＰ（ Project Manegement Profes- 

     sional）  

    ・情 報処理技 術者 試験  

     プ ロジェク トマ ネージャ 試験  

     シ ステムア ーキ テクト試 験  

     ネ ットワー クス ペシャリ スト 試験  

     デ ータベー スス ペシャリ スト 試験  

     シ ステム監 査技 術者試験  

     応 用情報技 術者 試験  

     基 本情報技 術者 試験  

     情 報処理安 全確 保支援士  

   ②  業 務経験  

     配 置予定主 任技 術者は、 平 成 27 年度以  

    降参 加意思確 認書 の提出期 限ま でに完了  



    した 業務（再 委託 による業 務の 実績は含  

    まな い。）に おい て１件以 上の 実績を有  

    して いなけれ ばな らない。  

    ・同 種業務： 公共事業におけるシステムの  

開発、改良又は運用を行った業務  

    ・類 似業務： システムの開発、改良又は運  

用を行った業務（同種を除く）  

   ③  専 任性  

     手 持ち業務 量が 、５億円 未満 、 10 件未  

    満で あること 。  

  

５．手続 等  

 (1) 担当部局  

  ①契 約関 係  

   〒 330－ 9724 埼玉県さいたま 市中 央区新  

   都 心２ 番地１  

   さ いた ま新都心 合同 庁舎２号 館 17 階  

   関 東地 方整備局 総務 部契約課 購買 第一係  

   電 話： 048－ 601－ 3151 

  ②技 術関 係（特記 仕様 書等の照 会先 ）  

   〒 330－ 9724 埼玉県さいたま 市中 央区新  

   都 心２ 番地１  

   さ いた ま新都心 合同 庁舎２号 館 18 階  

   関 東地 方整備局 企画 部技術調 査課 施工体制 係  

   電 話： 048－ 600－ 1332 

   メ ール アドレス ： araki-s8313@mlit.go.jp 

 (2) 説明書の交付期 間、 場所及び 方法  

  ①交 付場 所及び方 法  

    交付 を希望す る者 には、郵 送（ 着払い・  

   希 望者 の負担） 又は 、窓口で 紙面 での交付  

   を 行う 。郵送を 希望 する者は 、上 記 (1)②に  

   申 し出 ること。  

mailto:araki-s8313@mlit.go.jp


    ただ し、電子 デー タでの様 式の 交付を希  

   望 する 場合は、 予め 上記 (1)②に事 前連絡を  

   行 うこ と。  

    また 、電子デ ータ での交付 を希 望する者  

   に は、 電子メー ルに より電子 デー タを交付  

   す るの で、上記 (1)② に電子メ ール にて依頼  

   を 行う こと。  

  ②窓 口で の交付期 間  

    令和 ８年１月 ６日 から令和 ８年 １月 26 日  

   ま での 土曜日、 日曜 日及び休 日等 （行政機  

   関 の休 日に関す る法 律（昭 和 63 年 法律第 91    

   号 ）第 １条第１ 項に 規定する 行政 機関の休  

   日 ）を 除く毎日 、９ 時 15 分か ら 18 時 00 分  

   ま で (最 終日は 16 時 ま で )とする。  

 (3) 参加意思確認書 の提 出期限並 びに 提出場所  

   及 び方 法  

   提 出期 限：令和 ８年 １月 26 日 (月 )16 時 00 分  

   提 出場 所：上記 (1)② に同じ。  

   提 出方 法：原則 とし て電子メ ール により提  

   出 する こと。  

    なお 、押印を 省略 する場合 は「 責任者及  

   び 担当 者」の氏 名及 び連絡先 を参 加意思確  

   認 書に 必ず記載 する こと。  

６．その 他  

 (1) 手続において使 用す る言語及 び通 貨  

   日 本語 及び日本 国通 貨に限る 。  

 (2) 関連情報を入手 する ための照 会窓 口  

   ５ ． (1)に同じ。  

 (3) 当該応募者に対 して 企画競争 によ る企画提  

  案書 の提 出を要請 する 際の提出 予定 期限  

   令 和８ 年２月 20 日 (金 )16 時 00 分  

 (4) 令和 07・ 08・ 09 年度 国土交通 省競 争参加資  



  格（ 全省 庁統一資 格） 「役務の 提供 等」の関  

  東・ 甲信 越地域の 競争 参加資格 を有 していな  

  い者 も５ ． (3)により参 加意思確 認書 を提出す  

  るこ とが できるが 、そ の者が企 画提 案書の提  

  出者 とし て選定さ れた 場合に、 企画 提案書を  

  提出 する ためには 、企 画提案書 の提 出期限の  

  日に おい て、当該 資格 の認定を 受け ていなけ  

  れば なら ない。  

 (5) 契約締結日及び履行期間開始日は令和８年  

  ４月１日とする。  

   ただし、令和８年４月１日までに令和８年  

  度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかっ  

  た場合は、契約締結日は令和８年４月２日以  

  降、予算が成立した日とする。  

   暫定予算になった場合、予算措置が全額計  

  上されているときは全額の契約とするが、予  

  算措置が全額計上されていないときは全体の  

  契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契  

  約とする。  

 (6) 詳細は説明書に よる 。  


